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１ 会長あいさつ

会 議 次 第 ２ 審議事項

諮問第２６号

災害時要援護者の避難支援における個人情報の利用について

３ その他

当該諮問（第26号）案件については、その取扱いを適当なもので

会 議 結 果 あると認める答申を得る。
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会 長：あいさつ

事 務 局：説明

本日提出資料の確認及び説明

事前送付資料→①開催通知

②災害時要援護者支援に伴う要援護者情報の収集につい

て

③災害時における要援護者支援対策

本日提出資料→①レジメ

②諮問書（第26号）

③災害時要援護者の避難支援ガイドライン

審議事項

諮問第26号 災害時要援護者の避難支援における個人情報の利用について

会 長 それでは、これから個人情報保護審議会を開催したいと思います。本

日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

今回、第39回目ということになります。今、ちょっとご説明ありました

ように、若干遅れられる方が２～３名おられますけれども、審議会の会

議には委員の過半数の方がすでに出席されておりますから、当然この会

合は成立しておるということで、さっそく議事を進めさせていただきた

いと思います。本日は開催通知と一緒に送っていただいてると思います

けど、諮問の内容というのは、災害時要援護者の避難支援における個人

情報の利用についてということになります。これは川西市の個人情報保

護条例の10条１項４号と２項の規定ということで、本人から以外の情報

を収集して利用するということで、これは保管している保有している課

というのは、そういう福祉の部局なんですけれども、それを防災関係の

部局が利用するということを市の方としては考えているわけで、これが

目的外利用に当たるというわけですけれども、それを今日ご審議いただ

くというものなんです。今日配布してもらっているものについて、事務

局から説明いただけますか。

事 務 局 ※ 説明（略）

会 長 どうもありがとうございます。今、事務局から報告のありました資料

等について、今の段階で何かご質問ありませんか。資料、だいたい揃っ

てお手元にありますでしょうか。あの、これ一つだけお尋ねしたいんで

すけどね、今日の資料、災害時要援護者の避難支援ガイドライン、ここ

に置いてありますよね。これって災害時要援護者の避難対策に関する検

討会と書いてありますでしょう。これは川西市の独自のものですか。

事 務 局 いえ、違います。

会 長 国からの、国から送られてきたガイドラインを踏まえたようなもので

すね。

事 務 局 そうです。防災安全課の方から情報提供いただきまして、委員の先生

方の方に本日お配りしてほしいということで頂いた資料でございます。

会 長 そうですね、わかりました。それでは、利用する課が行政室の防災安

全課なんですね。そして、その利用したい情報が存在するのが健康福祉

部の福祉推進室、それからいきいき長寿室ということになるんですけれ

ども、そこの担当の方々は待機していただいてるんですね。

事 務 局 はい。

会 長 それでは、実施機関の方に入っていただくということでよろしいです
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か。では早速入っていただいて、ご説明いただきましょうか。

会 長 今日お願いする災害時の要援護者の避難支援についての組織作りを

ね、国が積極的にやるように指導してるといえば指導してるんですけど

もね、だけどなかなか各自治体でそれも動けないという状況なんです。

※ 各実施機関 入室

会 長 皆さん方、どうも遅い時間にお集まりいただいて恐縮です。総務の行

政室の防災安全課の方はどちらの方におられますか。それから、本日の

対象文書を所管しておられる課の健康福祉部の福祉推進室の障害福祉担

当の方、いきいき長寿室の長寿社会担当の方、それから健康福祉部のい

きいき長寿室同じく認定サービス担当の方おられますよね。どうもあり

がとうございます。

そうしましたら、本日の災害時要援護者の避難支援における個人情報の

利用ということで、これを利用する課の行政室防災安全課の方からご説

明をいただきたいと思います。よろしいでしょうか。自己紹介をしてい

ただいてからお願いいたします。

実 施 機 関 防災安全課長をしております、米田と申します。こちらが副主幹の足

立でございます。よろしくお願いいたします。座って説明させて頂きま

す。まず、お手元の方に事前にお届けしております、２枚ものの災害時

要援護者支援に伴う要援護者情報の収集という文面を見ていただければ

と思います。これに沿いまして、ご説明させていただきす。まず、今回

の諮問にあたりましての背景になりますが、３年前の平成16年、台風23

号が豊岡であったりとかですね、新潟の中越地震、平成16年にいろいろ

な災害が起こりました。その際に、多くの高齢者の方が犠牲となりまし

た。これらの高齢者の犠牲者が多数発生したということを踏まえまして

国の方で災害時要援護者の避難対策に関する検討委員会というのが設け

られまして、その検討委員会の中でガイドラインが一定提示されている

ところです。本日の資料としまして、ガイドラインの抜粋の方をお手元

にお配りしていると思います。このガイドラインの中で、問題点として

挙げられているものが３点ございます。まず１点目といたしまして、防

災関係部局と福祉関係部局の連携が不十分であるということで、避難勧

告等の伝達体制が充分に整備されていないということがまず１点。２点

目といたしまして、要援護者情報の共有活用が進んでいないために、発

災事の活用が困難になっている。平常時からの共有活用が進んでいない

から、いざ発災という時にも活用が難しい。それから３点目といたしま

して、要援護者の避難支援者、誰が助けるかという避難支援者、これが

定められていないということから、避難行動支援計画もしくは体制とい

ったものが具体化していないということになります。この３点が問題点

としてガイドラインに示されております。この問題点に対しまして、本

市におきましても早急に対応を進めていくというのが、背景としてござ

います。２番の収集目的でございます。今、ご説明させていただきまし

た背景を踏まえまして、まず問題点の２にありますように、要援護者情

報の把握が防災部局の方で把握していなければ、対応すべき対象、どこ

に誰が、どういう方がおられるという対象が特定ができないことになり

ます。対象が特定できないとなりましたら当然問題点の１、３ですね、

伝達体制の整備とか、あと要援護者の避難させる体制作り、そういった

伝達体制整備、避難支援計画が具体化できないと言うことになります。

今、本市の方の現状におきましては、消防本部の方で一部要援護者情報

を把握しておりますが、災害対応に従事いたします防災安全課におきま
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しては、全く情報は把握しておりません。このためにいざ災害となった

場合、災害対策本部を立ち上げた場合の対応としましては、個人情報保

護条例第10条により、まず、生命、身体又は財産の安全を守るために緊

急かつやむを得ない必要があると認められた場合になって、初めて福祉

部局の持っておりますそういった要援護者の情報が、災害対策本部の方

にあげられてきて、そこで初めて対応を検討するというようなことにな

ります。そういう状況になりますと、迅速な対応がなかなか難しいとい

うことになります。これらの状況の中から、平常時から福祉部局が把握

しております要援護者情報を防災部局が把握いたしまして、事前に対応

を検討していくことが必要であると考えております。次の３番の収集対

象でございます。いわゆる災害時要援護者といいますのは、必要な情報

を迅速かつ的確に把握して、災害から自らを守るために安全な場所に避

難するなどの行動をとるのに支援を要する人、もっと平たく言いました

ら、なかなか情報も伝わりにくいし、逃げにくいというような方、今回

情報の把握が可能であるものといたしまして、今回諮問させていただき

ました情報を収集していきたいと考えております。それらの情報といた

しましては、諮問の内容と同様のものとしてここにあげております。４

番目でございます。こういった情報を防災が持っていったいどうするの

か、ということになります。情報の活用でございますが、防災部局の方

が要援護者情報を把握することによりまして、まずは小規模で地域が限

定されているような災害におきましては、要援護者が多数おられる地域

に対しまして、避難勧告の前に発令いたします避難準備情報、これらを

より早めに出すということによりまして、安全な避難行動に繋げていた

だくことができる。もしくは、また特に危険な状態になっている様な所

にお住まいの要援護者に関しましては、職員もしくは地域の住民の方に

よる情報伝達の徹底とか、避難誘導に繋げることも可能であると考えて

ございます。次５番目といたしまして、今後の課題になります。今後の

課題といたしまして、先ほど申しました小規模で地域が限定されるとい

うような災害ばかりではございません。震災のように同時多発災害、市

内でも至る所で犠牲者が出ているよ、というような同時多発災害、これ

が発生した場合は行政の防災力のみでは、対応はほとんど不可能になっ

て参ります。こういった場合は、地域住民の助け合いの中から、発災初

動期の要援護者に対する支援活動が展開できるような仕組みが必要であ

ろうと。これらにつきまして、今年度から防災と福祉とが連携を組みな

がら、地域と共に検討を加えていきたいと考えております。もう１枚の

資料として、事前にお渡ししております矢印のフロー図でございます。

これは今申しました４番５番、情報の活用の方法と今後の課題というよ

うなものをまとめております。先ほど申しましたように、風水害、台風

等小規模な災害が予想される場合には、書いておりますように行政対応

が可能であろうと考えております。これらの場合につきましては、今申

しましたように、気象の情報の収集などによって危険性を予測いたしま

して、避難その時に危ないといわれる地域に要援護者が多数お住まいに

なっておられましたら、避難準備情報の発令のタイミングを早めたりし

て避難に繋げていきたい。先ほど申しましたように、さらに危険が高ま

って避難勧告、避難指示というような発令をする場合には、これも先ほ

ど申しました10条の関係で、身体、生命に危険が及ぶというようなこと

になりましたら、市職員もしくは地域団体への情報提供により避難誘導

へ繋げるというようなことを考えております。その下に書いております

のが、今後の課題というところでございます。地震、16年の豊岡のよう

に堤防が破堤してしまったというような中・大規模な災害の場合、地震

なんかは特に予測が不可能でございます。起こりましたら行政自身も混
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乱しておりますので、そういった場合には自助共助によります地域防災

力によりまして、避難救出救助といった地域の助け合いによる初動体制

が必要になってくると考えられます。この場合は書いておりますよう

に、行政のみの対応では難しいということになります。そのために、地

域における要援護者を支援する仕組み作りというのを作っていく。その

要援護者情報を平常時から地域で把握していく必要がございますが、そ

の情報提供につきましては、本人からの申し出、もしくは同意をとるこ

とが必要だろうと考えております。この方法といたしましては、福祉部

局の方からそれぞれの要援護者に対して郵送等でお知らせしていく、と

いうようなことも予定として考えております。それで同意をとった分に

つきまして、対応を図っていけたらというよう考えております。説明は

以上になります。

会 長 ありがとうございました。今一番最後にね、行政のみの対応が不可能

というところの情報の提供という話がありましたけど、これは本日の対

象になってないわけですね。

実 施 機 関 はい。本日の方は、あくまでも福祉部局の情報を防災部局の方で把握

して、平常時ではハザードと合わせていくという形です。

会 長 ありがとうございます。それでは、今ご説明いただいた災害時におけ

る要援護者支援対策として、防災安全課が福祉推進室、いきいき長寿室

の保有している、２枚目のところにありますようにですね、身体障害者

手帳所持者、それから療養手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者

の、これは等級はそこに書いてあるとおりなんですけども、全ての人で

はなくて、その氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、これを利用し

たいということですね。それから、一人暮らしの高齢者で65歳以上の方

についても、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、これを利用した

いと。それから介護保険の利用者、要介護認定の４，５の認定を受けて

る人の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号を利用したいと、そうい

う申し出になるわけで、この点についてご審議をいただきたいと思いま

すけど、今のご説明でなんなりと疑問に思われる点についてお尋ねいた

だきたいと思いますけど、いかがでしょうか。

委 員 よろしいですか。同意の方式、本人の同意をとりつけるというような

ことおっしゃったと思うのですけど、その情報を福祉の方からもらうに

あたってのですね。

実 施 機 関 一番最後に申しました同意をとっていこうというのは、今後の要は震

災とかの大規模災害の時は、地域の方の支援対策作りが必要となります

ので、ですから、今回の諮問の部分とは違う部分です。その地域がやは

りどこにどんな方がおられるのか把握していくためには、要援護者の方

から同意なりをとらないとなかなか地域には出せないかなというのは、

まだその体制作りについては今後考えていくことになるんですけども。

ですから、今回の諮問の部分とはそれは関係ないです。

委 員 今回のところは所管のお持ちの情報を、そのまま移すというか公開す

るということですね

会 長 本人への通知の有無というところも審議の対象になる訳ですけども、

現在の申し出では、今回そういう福祉担当部局のそれぞれの資料を防災

安全課の方に提供すると、目的外利用するということが認められた場合

にも、本人には通知をするということはしないという、そういう判断で

すね。そこも合わせてあとでご審議いただいたらいいわけですけども、

まず最初にそういう目的外の利用するということについて、なんなりと

お尋ねいただいたら結構かと思いますけど、いかがでしょうか。

委 員 すいません。当然あの氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等なん

ですけど、ご本人のものですけど、当然これについてその方の連絡先の
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住所氏名、全部公開しないとだめじゃないんですか。どうなんですか。

実 施 機 関 連絡先とは支援者のという形ですか。

委 員 そうです。

実 施 機 関 今回頂く情報につきましては、またその支援者とかいうのは、今後の

先ほど言いましたように、地域とかのそういう仕組み作りの中でいろい

ろ検討はしていかなければならないものと思っております。今回はあく

までも、その福祉が持っております情報を防災安全課が平常時から把握

して、要は市内の中でもやはり危ないところと言いますか、浸水想定区

域でありますとか、急傾斜地域、崖崩れが起こりやすい地域、そういう

ところにお住まいの方はどんな方がおられるのかを、平常時からとりあ

えず資料として整えたいというのが今回の趣旨でございます。

会 長 よろしいでしょうか。

委 員 はい。

会 長 何か他にご質問ありませんか。

今、行政室の防災安全課にそういう資料を提供して、そこで保管される

わけですよね。ある意味ではコピーみたいなものがいくという話になる

でしょう。それは平時にはあまり利用しないというか、する必要ないわ

けですね。平時といえばおかしいですけど。災害時ではない時はね。

実 施 機 関 ですから、平常時から要は持って整えておくというイメージです。で

すからその、どこそこのまあいえば地域限定した中でそこにどういう

方、どういう要援護者がいるかを、要は情報として整備をしていきた

い。そこにどんな危険性があって、たくさんおられる所だったらやはり

発災時の時には気をつけて、例えば先ほど申しましたように避難所に情

報を早く出すとか、できるだけ避難がしやすいような資料を整えておく

という、平常時の業務としたらそういうことです。

会 長 そういう意味ではね、一人暮らしの高齢者となっているでしょう。だ

けども一人暮らしでなくても高齢者ですね、80歳の人が二人住んでいた

ら連絡の必要性があるんじゃないですか。一人だったら連絡をするとい

う話になってるんです、これね。高齢者というのは夫婦でも高齢の人も

いるじゃないですか。それはここでは対象になってないですよね。

委 員 対象になってないというか、それは情報が管理されてないんじゃない

ですか。これは一人暮らし高齢者支援のための情報はあるけども、夫婦

でおるとかね、子どもがおるとかは、そういうのはここの中に、情報の

対象ここの部局で担当する情報ではない。

会 長 長寿室では一人暮らしのものしか把握はしていない。高齢者を全部把

握しているわけじゃないんですね。

実 施 機 関 おっしゃるとおりです。

委 員 それは厚生労働省もよく言ってます。

会 長 ああそうですか。だけどあれなんかはやるんじゃないんですか、何歳

か以上になると記念品をあげるとか、そういうことはやってませんでし

たかね。

実 施 機 関 それは当然、ダイヤモンド婚とか金婚式とかしておるんですけども。

そういう関係の情報としてはあるんですけど、夫婦とかそういう家族構

成的なのでは情報としては持ってないということです。

会 長 それは市民課の方でしたらあるって話ですね。何歳以上というのをは

じきだしたら、ぱっぱと出てくるとかになるわけですね。

委 員 地域でも困っているのは、高齢者がおられますと、なかなか表に出さ

ないです。一人の方でも、旦那さんが亡くなったり奥さんだけになった

り、そうすると一人暮らしが外にばれると怖いということになってなか

なか表に出てこない。その辺を、地域が民生委員さんとかそういったも

のが把握にかかるんですけども、なかなか徹底しない。将来的な問題だ
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と思うんですけど、将来こういう話が続きはずっといくと思います。

会 長 あのこれは福祉担当の方にお訪ねしたいんですけどね、精神障害者保

健福祉手帳所持者１級というのがありますね、この級は１級というのは

どの程度の人で、これはだいたい何級まであるんですか。

実 施 機 関 はい。まず身体障害者手帳ですけれども、身体障害者手帳は１級から

６級までございます。１級の障害の程度が重たくて、６級が軽いという

ふうな形になっております。療育手帳につきましては、知的障害者の方

が所持されていらっしゃる手帳です。手帳につきましては、Ａ判定、Ｂ

１判定、Ｂ２判定、とございまして、Ａ判定はここにも書いてますとお

り重度の方、Ｂ１判定は中度の方、Ｂ２判定は軽度の方というふうな形

になっております。精神障害者保健福祉手帳につきましては、１級から

３級までございます。こちらにつきましても、１級の障害が一番重たく

て３級が軽いと、そういう状態になっております。

会 長 あの恐縮ですが、さっきこちらの健康福祉部の皆さんは自己紹介いた

だかなかったので、自己紹介をお願いできますか。

実 施 機 関 すみません、申し遅れました。健康福祉部福祉推進室障害福祉担当の

主幹山元でございます。どうぞよろしくお願いいたします。同じく、い

きいき長寿室室長の乾でございます。よろしくお願いします。いきいき

長寿室長寿社会担当主幹の太田でございます。よろしくお願いします。

いきいき長寿室認定サービス担当主幹の堀本です。よろしくお願いしま

す。同じく認定サービス担当野口と申します。福祉政策担当副主幹丸野

でございます。よろしくお願いいたします。福祉政策担当根津と申しま

す。よろしくお願いします。

会 長 どうもありがとうございました。今、私が精神障害者保健福祉手帳所

持者の方の等級をお尋ねしたのはね、身体障害者の方などは外見から分

かるわけですよね。だけど、精神障害者の方は外見が分からない時があ

るわけでしょう。それに他人に知られたくないと思っているお宅って、

結構あるでしょう。ですから、そこの辺りが理解得られるかどうかとい

う問題があるような気がするんですけどね。

委 員 精神障害者１級というのは、単独で動けないんです。

会 長 １級は単独で動けないぐらいの人ですか。

委 員 本当にだめなんです、と言ううとおかしいですがそうなんです。２級

３級になると軽くなっていく、３級は鬱病みたいな感じで躁の時と鬱の

時が区別できる人が一般に入っていて、２級はそれより重たいけれども

一人でも行動できる。１級は原則としては一人では行動できないような

人たち、要介護者がいるというような感じの認定が１級になるんです。

会 長 一人では動きがとれないという人ね。

委 員 だいたいそういう基準で分けてる。病状の問題はね、と思います。

会 長 ということのようですけど。

委 員 それであったら、精神障害３級までの障害者の方達にも早めに知らせ

てあげる方が、その人たちが動きやすいと思うのですけど。知られたく

ないでしょうね、一番。

会 長 防災の方で１級だけに限ったというのは、どういう理屈なのかという

ことのようなんですけど。

実 施 機 関 今２の方からやりましたように、今回やっているのは要するに一人で

逃げられないという方を…。

委 員 要介護者でしょう、２級３級は要介護者の範疇に入ってない。

実 施 機 関 １級の方はですね、精神障害であって日常生活の用を便ずること、不

能をならしめる程度のものとあって、ちょっと分かりにくい表現なんで

すが、例えばの例としましては、調和のとれた適切な食事摂取ができな

い方でありますとか、洗面入浴行為清掃などの身辺の清潔保持ができな
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い、金銭管理能力がなく、計画的な適切な買い物ができない、通院服薬

を必要とするが規則的に行うことができない、家族や知人、近隣等と適

切な意思伝達ができない、協調的な対人関係を保てない、身辺の安全を

保持したり、危機的状況に適切に対応できない、等々の明示がございま

す。

会 長 これは認知症の方なんかは、そういうのに当たる人が出てくるわけで

すよね。

実 施 機 関 具体的な疾病につきましては統合失調症をはじめ、躁鬱病、否定形精

神病、癲癇、先ほどおっしゃいました認知症の方についてもその範囲に

入っております。

会 長 統合失調症などの方でぴんぴんしている人は何級なんですか、そうい

う方は。

実 施 機 関 １級は先ほど申しあげましたとおりなんですが、２級につきましては

精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活

に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、３級につきまして

は精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、また

は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のも

のというふうなことで、３級の方につきましては先ほどの分で言います

と、調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができるが、なお

援助を必要とする。洗面入浴行為・清掃などの身辺の清潔保持は自発的

に行うことができるが、なお援助を必要とする。というふうなことで、

基本的な部分についてはご自身でお出来になるんですけれども、若干の

お手伝いが必要な方がおおむね３級、というふうにご理解いただけたら

よろしいかと思います。

会 長 なるほどね、今いろいろ説明いただいたのですけれども、市民の皆さ

んからもご意見いただきましたけれども、こういう人たちをいわゆる要

援護者ですよね、要援護者のそういう支援というのは必要だということ

かと思うので、そういう人たちの情報を防災安全を担当する課の方に常

時把握してもらっておく方が、いざという時には役立つという、そうい

う考え方というのをみな了解するという、そういうまあとらえ方でよろ

しいですか。

委 員 ２点ほど教えていただきたいのですが、52番の障害者手帳の関係なん

ですけどね、先ほど来のお話でよく分かったんですが、たとえば療育手

帳のＡ、あるいは精神障害者保健福祉手帳の１、これらの方については

ほとんどの方がたぶん介護者といったらおかしいんですけども、誰かと

同居されてたりとが結構多いと思うのですね。２級の方、あるいはＢ判

定の方等については、ひょっとすると単独で自立して生活されてる方が

あるんじゃないかなと思うのですが、その辺のあるなしの話を教えてい

ただきたいのと、もしそういう自立しておられる方が、例えば精神障害

者保健福祉手帳の２級で、あるいは３級で自立しておられる方等があれ

ば、そういう人たちに対しても、やはり災害時に発生時に支援というの

がこれは当然でてくると思うのですけども、逆に例えば家族の方と一緒

に同居されている１級の方も当然必要なんですが、それと同時にやはり

自立している軽度だけれども自立してるという方に対しても、やはり援

護というのも必要になるんじゃないかなと思うんですけども、その辺の

考え方をまず１点教えていただきたいのと。この３点から外れるのかも

しれないんですが、さきほど消防本部がもう掴んでおられるとおっしゃ

っていたんですけど、その辺の福祉部局から消防に自動的にいくような

システムにもう今時点なっているのかどうか、それはどういうことなの

か、教えていただきたい。その２点です。

実 施 機 関 まず、障害者の方の介護者との同居の状況についてなんですけれども
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具体的な数値的データとしては把握はいたしておりませんけれども、一

般的に言いまして、やはり重度の障害がおありの方については何らかの

介護が必要だというふうなことですので、介護者の方と一緒に生活をな

さっていらっしゃるか、あるいは福祉サービス、ヘルパーさんの派遣で

ありますとか、デイサービス等のご利用でありますとか、福祉サービス

を受けながら暮らされていらっしゃる方がほとんどであろうというふう

に思われます。２点目の消防から福祉の方への連絡についてなんですけ

れども、聴覚障害の方、1 1 9番がかけられない方につきましては、ご本

人さんからの申し出によってなんですけれども、登録をさせていただい

て、その情報を消防の方で管理をしていただくというふうなシステムは

ございます。それ以外の部分で障害福祉に関しましては、障害の方から

障害者に関する情報を消防の方に伝達をするというふうなところはあり

ません。

会 長 よろしいですか。

委 員 分かりました。あと２級あるいはＢ判定の方で自立している人、その

辺の支援の方法、あるいは把握、その辺は防災の方はどういうふうにお

考えですか。それは必要なしという、そういう解釈ですか。

実 施 機 関 おっしゃってるのは知的のＢ？

委 員 要は、重度の方は今おっしゃったように何らかの介護をしてもらって

いるから、その辺の助けは出てこようかと思うんですね、連絡さえすれ

ば。ただ、自立しておられる方は、その辺は常時その介護してもらう人

が家庭内にいないという方もたぶんいらっしゃると思うので、その人ら

も発災時の支援というのはこれはどういうふうに考えておられているの

か、というのはその辺も逆にもし必要だったら、この中に入れるべきだ

ろうなと、そう解釈したのでちょっとお聞きしたのです。

実 施 機 関 一応、今回、諮問にあげさせて頂いた分につきましては、一応、一人

で避難が難しい、何らかの支援が災害発災時に避難もしくは情報の伝達

収集を行うについて支援がいるであろうということであげさせていただ

いております。そのＢ判定だったら、要は一人で暮らしていると、要は

周りに支援者に自立していたら、お一人暮らしでいる場合もあるよとい

う話ですね。Ｂ判定の人に支援が必要かどうか…。

委 員 逆に、独自の考え方としたら、確かに１級の方、障害者手帳１級の

方、あるいは療育手帳Ａ持っておられる方については家族の方に電話連

絡さえすれば、たぶんどうにかなると思うんですね。それも早めに連絡

さえしてあげれば、市の方から例えば支援者、あるいは地域からの支援

者というのが必要なく、家族で処置されると思うんですけども、それよ

りも軽度だけど自立しておられる方について、やはり連絡はもちろん早

いことするんだろうけども、それにやっぱり支援というのも、逆にそち

らの方が必要になってこないかな、というふうに個人的に思いましたの

で。その辺もやはり必要かなと気がしたんですが。

委 員 それは私も同じような意見持ったんですけど、平常時で自立出来てい

ても災害時になると普通と状況違いますので、逆にただパニックになっ

たりして自分で行動できなくなるという、そういう恐れもあるんじゃな

いかと思うんですけどね。特にＢ判定、それから２級３級の方でその病

気の種類によっても違うんでしょうけれども、非常時にちゃんとした行

動ができるのかどうかと、その辺私もよく分かりませんけれども、むし

ろ今委員が言われたようなそういう観点も結構重要じゃないかと思うん

ですが。

実 施 機 関 確かにご指摘の通りでございまして、障害者の方は障害の等級だけに

よって介護の必要でありますとか、お世話の必要がいるのか、なかなか

判断できないところがあります。ただ裏返していいますと、非常に多様
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な方がいらっしゃるというふうなことなんですね。災害が仮に起こった

としても、ご自身でなんとか対処充分できる方も中にはいらっしゃいま

す。そういうことでございますので、必要最小限、本人さんのプライバ

シーも考慮しまして、必要最小限の方を対象とした場合、どこまでの範

囲になるのかというふうなことを考えますと、やはり重度の障害のある

方を優先していく必要があるのではないかというふうなことでございま

して、こういう形で一定の範囲を組み立てていただいてるわけなんです

けど、ただ、今ご指摘を受けました問題も確かにございますので、今後

は防災担当の方とも協力をしてですけれども、例えば手上げ方式につい

て、私実は範囲から外れているんだけれども、支援の対象になりません

か、というふうな部分の検討法でありますとかですね、そういうふうな

部分を考慮いたしまして対処させていただけたらなというふうに考えて

ます。今後の検討課題というふうなことでございまして、必ず近い将来

出来るというような部分ではないわけですけれどもそういう部分につい

ても検討させていただくと、ですから本人さんのプライバシーという部

分が一方でございますので、障害の情報を人に知られたくないというふ

うなことを私も現場でよく聞きますので、今回の分につきましては、そ

こら辺も考慮入れまして、重度の障害者の方に限定をさせていただいた

と。ただ、それではやはり不十分なところがありますので何らかの対応

策については、今後また協力し合って検討させていただくということで

ございます。

会 長 今のご質問というかご指摘というのは、意見として聞いていただいた

らいいわけですけれども、それはここに書かれている要援護者だけでは

不十分じゃないかという話になるので、より推進する方向の話なんです

けどね。よその自治体などでは、この個人情報を他に提供をすることに

ついてですね、非常に個人情報保護が、今かなりクローズアップされる

ので、過剰反応的だというふうな指摘もあるんですけれど、なかなか防

災、消防の部局に提供することについて潔しとしないそういう傾向があ

るということを聞いているんですけれども、今お話を聞いておりますと

川西市の審議会の皆さんは、非常に理解があるということで推進はしや

すいというふうに思いますよ。

この内容、諮問されてるのはこの程度なんですけど。

委 員 このガイドラインの中身に要援護者の例が書いてありますから、これ

に合わしているだけというか。知的障害がＡなら精神障害は１級だと。

それ以外は多分ありえないと思いますので、国のラインに要援護者の範

囲を絞っているだけですので、それはそれで別に合理性はあるという事

ですよね。

会 長 それで、少し具体的な事をお話していただきたいと思うんですけど、

ここにある氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、これは障害者の方

の場合も一人暮らしの場合も要介護認定４、５の場合も一緒ですよね。

これで過不足はなく、利用がこれで過剰ってことはないですね。この内

容でよろしいですね。

委 員 それでいいと思いますけどね。

会 長 それでは提供する時に、どういうスタイルで提供するんですか。なん

か手帳の写しみたいなものを、何枚もファイルするということになるの

か、それとも、原本ではなくてこういう必要な書類を新しく作るという

か、名簿みたいなものを作るということになるんですか。

実 施 機 関 障害福祉の方につきましては、障害の方の情報は電算で管理しており

ますので、電算で台帳を管理しておりますので、そこから抽出した情報

を提供させていただきたいというふうに考えております。提供の形態に

つきましては、おおむね電子情報による事になろうかとは思いますけれ
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ども、今後さらに検討・調整をさせていただきたいと思います。

会 長 そこのところをもうちょっと割とはっきりしておかないと、全ての人

のを提供して、そのうちこれにあたるのはこの人だよと丸をつけたりす

ると、そんなの具合が悪いという話になるでしょう。ですから、この人

たちに限定した名簿を作るとか、他の人は消してしまうようなデータを

提供するとかじゃ具合が悪いわけですね。

実 施 機 関 すみません、説明が足りませんでした。ここに書いていらっしゃる条

件の方だけを台帳から電子情報として抽出いたしまして、それ以外の方

は当然提供はいたしません。ですからここに書いてある条件にあてはま

る方の情報のみを提供させてもらいます。

会 長 なるほど。そこのとこしっかりとしてください。提供に当たってはそ

こに書いてあるように、提供した個人情報を目的外にさらに防災安全課

の方で利用しないということですね。目的外利用はしないということ、

提供した個人情報は厳重に保管して漏洩のないようにするということ。

これが提供に際する趣旨としてお願いするということになっているわけ

ですね。本人に通知しないということについて、何かご質問はありませ

んか。この点は本人に通知書を持たずにいけるわけですね。平常、災害

時じゃないわけで、あらかじめこういう名簿を防災の方にお渡ししてお

きますよ、ということは言おうと思ったら言えるわけですね。ただその

時に、いや俺のはやめてくださいという人が出てくると困るという話に

なるわけですか。そこはどうなんですか。つまり、本人に通知しないと

いうことの理由ですよ。

実 施 機 関 障害者の方につきましては、手帳等交付につきましては、当然、本人

様充分ご存じな事でございます。特に重度の障害につきましては、先ほ

どからお話が出ておりますとおり、誰かのお手伝いがないと生活してい

くのが大変困難な方でいらっしゃいますので、災害の時にはなおさらと

いうことになろうかと思います。ですから、ある意味では災害の時には

何らかの支援が必要だというふうなことについては、１頁目の人という

形に考えておりまして、仮に通知をいたしました場合ですね、先ほどご

指摘いただいたとおり、いろんな混乱が生じることがあるのではないか

と危惧いたしております。例えば、この通知が来たからもう私はどんな

災害が起こってもすぐに市役所の人が助けに来てくれるんだというよう

な誤解でありますとか、あるいは先ほど言いましたとおり、私のことは

放っておいて欲しいと、災害が起こっても死ぬのは自分だから放っとい

て欲しいというふうな申し出があったり、ただ実際災害が起こった場合

には、そういった申し出があったからといって救助に行かないわけには

いかないわけですから、そういうふうないろんな混乱が生じてくること

もございますので、そこら辺を考え合わせましたら、やはり通知をしな

いというふうなことが適当なのではないかというふうなことでございま

す。

会 長 だから、ここの本人が知りうるものであり個別に通知することの必要

性がないため、というのはなんか言葉足らずみたいな感じですね。今、

説明いただいたような事を書いて頂いたらいいわけですよ。今、いただ

いたような放っといてくれという人と、逆に届出を了承した人が安心し

過ぎるというような点があるから、これは事前にそういうものを届けて

ありますよということは、本人に言わない方が本人のためにもなろうか

という、そういうご説明ですね。よろしいでしょうか、何か他にお尋ね

の件ありませんか。

委 員 情報活用の所なんですけど、避難勧告の前に避難準備情報を早めに出

すということですが、具体的にどのような形になるんですか。

実 施 機 関 避難の情報につきましては、４段階ありまして一番きついのが避難指



Ｎｏ．１１審 議 経 過

示、強制的なのが避難指示、いえすみません３段階です。そういうもの

をやらないのが避難勧告ですね、今危ないからぼちぼち逃げたらどうで

すかというのが避難勧告、その前に避難準備情報があります。これは通

常は大丈夫だけど、もうちょっとこのまま雨が降り続いたりしたら、ひ

ょっとしたら、災害になるよというのが避難準備情報になるのです。そ

れを要は提供する。それは避難勧告と同じような形になりますけど、公

用車の方のスピーカーで行ったりとか、消防団の職員がその地域の方で

言ったり、そういった避難情報を伝達をしていくということ。あとそれ

と一つの方法としましては、携帯電話を用いて登録をいただいておけば

メールで送信する、というようなものがございます。

委 員 この頂いた資料によると、要援護者が多数おられる地域に対して避難

準備情報を早めに出すということなんですけれども。

実 施 機 関 避難準備情報を出すタイミングをもう一つ早める事ができるというこ

とです。

委 員 その要難援護者が多数おられる地域だけに出すわけですか。

実 施 機 関 そんなことはないです。

委 員 いやここにそういうふうに書いてありますよね。個別に連絡されるわ

けではないのですよね。

実 施 機 関 個別ではないです。

委 員 ですよね。そうすると、多数住まれてる地域にだけに先ほどの公用車

のようなものが出ていっても、他の地域には出て行かない、要援護者が

おられる地域であっても。

実 施 機 関 数を書いてるのは、要は出すタイミングを早めるか早めないかを考え

ているのですが。

委 員 情報の活用ですからね。具体的にこういう要援護者の方の住所とか、

電話番号とかを把握されて、単に地域にそういう人がたくさんこの地域

に住んでるといったことだけに使われるんですかね。

実 施 機 関 ですから、例えばその地域で一人だけいるということなら個別対応も

可能かなというところもあります。だけどそこに20人、30人いるならそ

の個別対応ができにくいという状況がありますので、もっと早めに避難

準備情報を出して準備を整えていかないと、というフォローができるか

なと、もっと危なくなってきたら、それはもっと別の対応が必要になっ

てくるかなと。その辺は、要は今回答申をいただいて情報をいただく中

で今後の検討はしていきたいと思ってますけれども、要は有効にそうい

う避難に繋げられるような活用方法を考えていきたい。

委 員 20人、30人いたら本当ならばこのぐらいで出さないといけないけど、

もっとちょっと前に出しておきましょうかと、ただこっち側に一人しか

いないならこの人一人だけに連絡したらそれで済むと、地域に準備して

おきなさいよというのではなくて、こっちなら一人でいける、こっち側

なら沢山いるから地域に早めに準備しておきなさいよというふうに言う

ことができる、ということを把握するというのが趣旨ですよね。

実 施 機 関 はい。

委 員 全市的に出されるのじゃないのですか。

実 施 機 関 避難準備情報ですか。

委 員 はい。

実 施 機 関 避難準備情報は、その地域、例えば多田院とかあの辺になってきまし

たら、避難準備情報自体は一定の避難勧告にしましても地域限定で出し

ていきますので 。

委 員 僕が理解していたのは、例えばその災害にももちろんよるんでしょう

けども、大雨の時なんかだったら、例えば小戸、この辺で堤防が決壊す

るとなって、上の方はもう安全だということなら、上の方に要介護者が
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沢山いてもまあ早い話、放っておけばいいのだから、ただその逆もあり

ますから、そういう意味で地域的にどういう方がどの程度地域にいらっ

しゃるのかを掴んでおけば、例えば今回は小戸のところで沢山いらっし

ゃるし、大雨降って奥は大丈夫だけどこっちのほうが危ないから、いつ

もよりは早い段階でこう助けておこうと。逆に僕はそういう理解をして

いたんですけど。

委 員 私はこの字面通りに解釈してですね、たとえばあの辺が危ないという

場合に、まあ一人か二人しか居なかったら、避難準備情報は出ないとい

うふうに思いましたが。

委 員 出ないわけじゃなくて、通常通りに出せばいいわけで、ただ個別的に

要援護者の方には出るかも分からないから準備しておきなさいよ、と事

前には言えるということですよね。

会 長 少数の所には個別に対応されるわけなのですね。

実 施 機 関 それも必要があれば。

会 長 つまり、避難準備情報を出す必要性があれば、多数のところは広報車

かなにかで一斉に連絡されるんでしょうけども、少数のところは個別で

連絡されるんですか。

実 施 機 関 それも可能であろうと思います。だから、避難準備情報は避難準備情

報で、それが危ないということになりましたら出していくのは出してい

くのですが、そのタイミングを、要は準備する時間を沢山与えるという

か、していただくためのタイミングを早めていくということです。

委 員 そうすると、一人のところでも。

実 施 機 関 一人のところは、例えばもし発災の時は、先ほど申しましたように、

個別の対応も可能だと思います。要は行政職員の中の支援班なり援護班

なりそういう者が、それはひょっとしたら消防団員かもしれません。そ

ういう個別対応も可能になってくると思います。

委 員 逆にあれじゃないの、今回福祉部局から情報頂いて、今いろんな意見

が出てるように、多分その人によって、あるいはその人数によって、あ

るいは災害の程度によってとか、色んなケースで打つ手が変わってくる

と思うんですね。その辺はもうその情報を見られて、今意見が出ている

ように個別にしないといけないところもあれば、地域的にお願いすると

か消防行くとか、あるいは広報車だけで済むようなところもあるでしょ

うからそれはもう、情報をもらいはってから個別でどうせ検討されるで

しょうから、そういうことにしたほうがいいのじゃないですか。今こう

するああするといっても多分無理な話になってくるでしょうから。

実 施 機 関 その災害の種類にもよりますし、どれだけあがってくるかも、我々わ

かりませんから。

委 員 数がどれだけあるか分からないしね。

会 長 それとここにも書いてありますように、従来は条例の10条の第３項、

個人生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ない必要が

あると認める時に、福祉担当部局から防災安全課のところに情報の提供

をされるということは、この条項で可能だということを説明ありました

よね。今度、福祉の方からもらった情報ありますよね、常日頃から用意

してるっていうやつね。それ今度なにか震災のようなものが起こって先

ほどのこのフロー図みたいなので言うと、行政のみの対応が不可能なっ

ていう場合にですね、例えば地元の自治会にそれを提供するとか、何か

支援の可能な人に提供する場合に、それは結局福祉部局のように所管課

の立場でもって10条第３項の所持ができるのか、さっき借りた場合は提

供した個人情報目的外に利用又は提供しないことというような提供先に

対する措置になっていますよね。それはやらないということで、そうい

う場合はまた福祉の方からやらないといけないとなるのか、そこらはど
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うなんでしょうね。

実 施 機 関 今、会長おっしゃっているのは、先ほど申し上げた今後の対応のとこ

ろになるんですね。今回福祉から頂いた情報そのままダイレクトに地域

に流していくということは、これはまた問題があると考えておりますの

で、それについてはまたちょっと、地域の方も支援するような体制作り

が一点必要かなと思います。その地域の方でできた体制、どういう体制

になるのかは今後の課題なんですけど。そこに対して情報を提供するの

については、やはりご本人さんの同意をとるような形で地域に平常時か

ら、提供していくようなことが必要なんではないかと一応考えておりま

す。

会 長 条例の解釈運用としてはこの10条の場合は、よそから借りたものを持

っているところをその実施機関として意味づけられるのかどうかわから

ないですね。

委 員 そうでしょう。今回防災に関連する情報に関して書いてある情報は、

防災安全課が所管所になるでしょう。ただし、ここで持っている情報は

まさにここに書いてある目的の提供の目的として、この目的の範囲内で

この情報を持っているに過ぎない。だから行政のみの対応では不可能、

地域対策等の情報で出さないといけない、というときはまた別。目的外

利用になるから、当然ここで審議するかそれとも震災などの大規模災害

が起こったら、さっきの３号、緊急の必要性というのをもって提供可能

という判断になる。

会 長 だけどそのときは本来の実施機関…。

委 員 本来目的は防災のために持っている。防災目的でこの情報は防災安全

課が持つ所管所になるわけですよ。

会 長 所管するんでしょうねそれは…。

委 員 ここに書いてある目的でもっているだけの話。これ以外の目的の防災

のために使うときにはここで審議するか、さっきの緊急の必要性という

用件が満たされないとだめですよ、とそういう理解でしょう。まあ総務

省の解釈ですよね。情報が渡ったら渡った限りにおける目的で、そこが

所管所になる。それでまた計画策定されてこの情報を地域に出さないと

いけないという話になったら、福祉課の方から出さないといけないのか

といったらそういう訳ではない。防災安全課の所管情報でいける。

会 長 だから、提供した個人情報を目的外に提供しないことと釘が刺されて

いるでしょう。釘との関係ではどうなるのかと聞きたい。

委 員 だから、目的外には利用できないのですよ。目的外利用するときは、

ここでもう一回審議し直さないといけない。

会 長 緊急の際に、自治会の人に渡すのも目的外なのとちがうわけか。

委 員 緊急性の用件を満たされていると法令上可能ですから。ただし事後的

にここで審議、３号というのはここの審議会の認定を受けないといけま

せんから、事後的な審査が当然必要になってくるでしょうね。

会 長 そういうことも考えないとかないといけませんね。一回、目的外に提

供利用するということをこの審議会がオッケーして、それがまた一人歩

きされてまた別のところにいく、なんていうのがこれ条例を適用したら

いけるじゃないかとという話になってくると、次々と知らないところで

情報が活用されるというのに歯止めをかけるということをしておかない

と。

委 員 ここで審議して許可したとしても、この範囲内でしか目的はないわけ

ですから、それ以外には使えない。ただこの目的で持つことは可能だと

いうことをここで許可するわけですから、所管所は防災安全課というこ

とですね

会 長 そうですね。
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委 員 法の仕組みからいくと。

会 長 そういう問題もちょっとあるわけですけど、それとして置いといて。

以上をもって、本日我々が諮問を受けてる件について、つまり災害時に

おける援護者の避難支援のための個人情報の利用ですね、これについて

の審議はもうだいたいこの後していただくに、今の段階で質問されてお

かなくて大丈夫ですか。もう充分審議できるという状態であれば。

委 員 一点だけ。ここに氏名、性別、住所、電話番号ありますけども、こうい

う重度の方には必ず連絡先とか緊急連絡先ですか、そういうのはあると

思うのですが、そういうのは所管の方ではお持ちでないのですか。

実 施 機 関 障害福祉の方につきましては、保護者の情報がある場合がありますけ

れども、それは限定されております。例えば未成年の方でいらしゃると

か、というかたちで限定されておりまして、いわゆる支援者の情報につ

きましては、ない方の方がどちらかというと多いという状況です。私ど

もの方は、障害福祉のための情報といった形で情報を持っておりますの

で、そういう部分では必要な方についてはあるんですけれども、多くの

方についてはない状況です。

実 施 機 関 いきいき長寿室の方では、一人暮らし高齢者につきましては、まさに

こちらの方は緊急連絡先はございますけども、要介護認定４、５につき

ましては認定申請につきまして本人申請、又は代行申請ですけども、こ

ちらにつきましては緊急連絡先というものはございません。

委 員 65歳以上ですけど、65歳以上の方は完全に1 0 0パーセント網羅されて

いるのですか。いわゆる一人暮らし。

実 施 機 関 実は、これは民生委員の方が主になって調査されている資料でござい

まして、やはりどうしてもこれ拒否される方もおられますので1 0 0パー

セントというのはございません。

委 員 要するに、民生委員からあがってきた情報をまとめられているという

考え方ですね。

実 施 機 関 そういうことです。

会 長 よろしいですか。

委 員 すみません。65歳以上の方、今おっしゃいましたけども、ほとんど半

分、半分とはいかないですけど10人のうち、３～４人は必ずいらっしゃ

います。そういう情報を流してもらったら困るとか、私はそういう情報

を提供したくないという方がいらっしゃいます。

会 長 記念品持って行ったら断られるという話もありますけどね。

それでは、それぞれ所管課あるいは利用課の皆さん、どうもありがとう

ございました。これで以後我々の方として充分に審議ができますので、

大いに役立ちました。どうもありがとうございました。ご退席頂いて結

構です。

※ 各実施機関 退室

会 長 それでは、審議したいと思いますが、別紙のところみていただきまし

て目的外利用提供についてということで、52番53番54番で行政室の防災

安全課が福祉推進室の障害福祉担当、あるいはいきいき長寿室の長寿社

会担当、さらには認定サービス担当の方にある情報ですね、その情報の

内容はそこにありますように身体障害者手帳所持者のもの、あるいは療

養手帳所持者、精神障害者保険福祉手帳所持者。それぞれ全部ではなく

１級２級、あるいは重度に限られるわけですけども、氏名、生年月日、

性別、住所、電話番号、それから一人暮らしの高齢者65歳以上の人も、

氏名、生年月日、性別、住所、電話番号ですね、それから介護保険の適

用を受けている要介護認定４、５の者の氏名、生年月日、性別、住所、
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電話番号、これらを利用するというまあ目的外利用ですね。そして、こ

れについては本人の方には通知はしないと。それは先ほどご説明いただ

いたような理由で、通知しないという趣旨ですね。そして、この目的外

利用にあたっては、提供した個人情報の目的外に利用提供をしないとい

うこと、それから提供した個人情報は厳重に保管し、漏洩のないように

することという措置条件をつけて目的外利用をしたいということについ

て、これをこの審議会の方でお認めするということでよろしいでしょう

かね。これについて何かご意見があればお出しいただきたいと思います

けど。よろしいでしょうか。特に市民の皆さんよろしいですか。これに

ついては先ほどご説明もいただきましたし、審議会としては充分理解を

して、これを目的外利用ということについては、ここにありますように

市民の福祉の向上といいますか、本人の権利利益の侵害も無いというこ

とで、そういうことでお認めするということをご検討いただいとご理解

いただきたいと思います。どうもありがとうございました。そうしまし

たら、本日の諮問案件はこれのみですので、あと何かその他ということ

になっていますが、事務局何かありますか。

事 務 局 いえ、ございません。

会 長 そうしましたら、特に無いということでございますから、本日の第39

回の川西市個人情報保護審議会は、これで閉じさせていただきたいと思

います。どうもありがとうございました。


